
 

次期愛知県地域保健医療計画策定における２次医療圏の設定について 

 

 

１ ２次医療圏設定の目的について 

○ 原則として、１次医療（通院医療）から２次医療（入院医療）までを包括

的、継続的に提供し、一般及び療養の病床（精神病床、結核病床及び感染症

病床を除き、診療所の病床を含む。）の整備を図るための地域単位として設

定する区域として、愛知県地域保健医療計画（以下「医療計画」という。）

において設定するもので、本県では現在１１の２次医療圏を設定している。 

 

○ 2024(令和 6)年度から 2029(令和 11)年度までの６年間を計画期間とする

次期医療計画の策定を 2023(令和 5)年度に実施するため、国の考え方や既

存の広域連合での取組も参考に、圏域の意見も踏まえた上で判断する。 

 

２ 現行医療計画での検討結果について 

圏域会議で最終的に意見集約を行ったところ「広大な過疎地域を抱え、へき        

地医療を始めとする独特の医療課題がある。統合をすれば本医療圏の問題点

が埋没してしまう」などの意見を踏まえ、愛知県医療審議会医療体制部会(平

成 29 年 3 月 29 日開催)において、東三河北部医療圏の見直しについては、引き

続き検討することとなった。 

 

＜参考：愛知県地域保健医療計画（平成 30 年度～令和 5 年度）抜粋＞ 

本県では、東三河北部医療圏が該当しますが、圏域の面積が著しく広大

であることや、へき地医療対策の必要性等の観点から引き続き単独の医療

圏とし、救急医療等不足する医療機能については、東三河南部医療圏と連

携を図っていく。また、次期の見直しに向けて、東三河南部医療圏との統

合の適否について、議論を深めていく。 



 

 

 

３ 国の２次医療圏設定の考え方 

（１）現行医療計画作成指針抜粋 

(厚生労働省 平成 29 年 3 月 31 日「厚生労働省医政局長通知」 抜粋) 

  人口規模が 20 万人未満の２次医療圏については、入院に係る医療を提供 

 する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合（特に、流入入院

患者割合が 20％未満であり、流出入院患者割合が 20％以上である場合）、そ

の設定の見直しについて検討する。 

   

 

 

 

（２）次期医療計画作成指針の検討状況について 

(厚生労働省 令和 4 年 5 月 25 日「第 8 次医療計画等に関する検討会」 抜粋) 

  これまで、人口規模や患者の流出入の状況から、入院医療を提供する区    

域として成り立っていないと考えられる場合には、２次医療圏の設定の見

直しについて検討することとしている。 

※具体的な基準は、今後発表される令和２年患者調査を踏まえ議論・設定  

 

 

 

人口 20 万人未満、患者流入率 20％未満、患者流出率 20％以上の見直し 

の基準に該当する医療圏は、全国で 344 医療圏のうち、78 医療圏あった。 

 ⇒本県では尾張中部医療圏及び東三河北部医療圏が該当し、尾張中部医療

圏については、名古屋医療圏と統合し、「名古屋・尾張中部医療圏」となった。 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ７ 日 
愛 知 県 医 療 計 画 課 資 料 １ （ 差 し 替 え ） 



４ 医療圏見直しに対する留意事項の現状について 

 県の医師確保・へき地医療対策など、東三河北部医療圏の医療圏見直しに当た

って、留意すべき事項に対する現状は以下のとおりである。 

留意事項（論点） 検 討 項 目 現    状 

 

① へ き 地 医 療 対 

策の必要性等の

観点から引き続

き単独の医療圏

とすることにつ

いて 

●医師少数区域設定

へ の 影 響 は あ る

か。 

(令和 2 年 3 月愛知県

医師確保計画) 

●都道府県は、必要に応じて、２次医療圏より

も小さい単位の地域における施策を検討す

ることができるとされており、局地的に医

師が少ない地域を「医師少数スポット」とし

て定め、医師少数区域と同様に取り扱うこ

とができる。 

（本県は山村、過疎、離島振興地域を指定） 

●自治医科大学卒業

医師派遣に影響は

あるか。 

●自治医科大学卒業医師派遣は、へき地等に

おける県が指定する公立病院等に対して行

うものであり、影響は受けない。 

●へき地医療対策関

係の補助金に影響

はあるか。 

●国の「へき地保健医療対策実施要綱」に基づ

き県が指定する「へき地診療所」及び「へき

地医療拠点病院」の運営や設備・施設整備に

対し助成しており、影響は受けない。 

②不足する医療機

能について、東

三河南部医療圏

と連携を図って

いくことについ

て 

●東三河南部医療圏

へ約５割の入院患

者 が 流 出 し て お

り、不足する医療

機能を考えるに当

たり、影響はない

か。 

●救急搬送の分野は、消防において既に東三

河南部医療圏と取り決めが行われ、関係機

関間で連携が図られている。東三河北部医

療圏において、将来の医療需要等を踏まえ

た役割等について検討を行った上で、東三

河南部医療圏と調整・連携を図っていくこ

ととしてはどうか。 

③圏域の面積が著

しく広大である

ことについて 

●統合することで東

三河北部医療圏の

問題点が埋没しな

いか。 

●例えば、現行医療計画で医療圏を統合した

名古屋・尾張中部医療圏は、地域ごとの課題

を検討するため、地域医療連携推進委員会

の下に５つの調整部会（東・西・南・北・尾

張中部）を設けている。こうした取組みも参

考にして、仮に医療圏を統合した場合にお

いては、北部・南部単位で当面個別に協議を

継続することとしてはどうか。 

●会議の開催等に支

障が生じるのでは

ないか。 

●コロナ禍で各医療圏(構想区域)の会議もウ

ェブ方式を取り入れる例(名古屋・尾張中部

構想区域)が見られ、効率的に会議が開催で

きるのではないか。 

 

 



５ 今後のスケジュール（予定） 

国の検討会の状況、ＤＰＣデータ等を参考に関係者の意見を伺い、令和５年

１月開催予定の第２回圏域会議で意見を取りまとめ、令和５年３月開催予定

の第２回医療審議会で次期医療計画における２次医療圏を決定する。 

 

＜次期医療計画策定(２次医療圏設定)における今後のスケジュール＞ 

  令和４年１０月 ７日 第１回圏域保健医療福祉推進会議【意見聴取】 

  令和４年１０月２１日 第１回医療審議会医療体制部会【意見聴取】 

  令和４年１１月２８日 第１回医療審議会 

  令和５年 １月     第２回圏域保健医療福祉推進会議【意見取りまとめ】 

  令和５年 ２月    第２回医療審議会医療体制部会【意見聴取】 

令和５年 ３月     第２回医療審議会【次期医療計画における医療圏の決定】 

 

＜参考：本県の２次医療圏＞ 
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